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　本書は，管理栄養士養成課程向けの教科書として，国家試験のガイドラインに準

拠した項目立てとしています。本書の企画の前段階で，公衆栄養学を専門とする研

究・教育者と他分野を専門とする研究・教育者が集い，どのようにまとめ上げてい

くことが，これからの教育・養成にとって望ましいのかを真剣に議論しました。

　この結果，本書ではあえて３つの試みを視野に入れた執筆・編集方針とすること

にしました。

　１点目は，医師など管理栄養士以外の関連他職種や公衆栄養関係以外の分野に属

する管理栄養士等からの視点を取り入れるとともに，できるだけ他教科とのつなが

りを考慮した執筆方針をとることにしました。例えば，特定給食施設について考え

てみると，行政的にはその定義や役割は明確化されています。しかし，実際の現場

でのとらえ方や優先される課題は，公衆栄養，給食経営管理，臨床栄養，ライフス

テージ栄養（応用栄養），栄養教育の各分野では，当然のことながら同一ではあり

ません。したがって，公衆栄養分野からの一方的な理解だけでは不十分であり，他

分野の立場や役割の違いによって生ずる，視点の異なりについても把握しておくこ

とが望まれます。そこで本書においては，必要に応じて他職種や隣接他分野の管理

栄養士等によるコラムも挿入し，読者が視野を広くもてるように工夫しています。

　２点目は，公衆栄養プログラムの展開にかかわる部分の執筆についてです。既存

の教科書のほとんどでは，これらにそれほど紙面を割いておらず，多様である公衆

栄養活動の展開について，より深く具体性をもって理解することが難しいように感

じられます。そのため本書では，十分な紙面を割り振り，豊富な現場経験を有する

著者により，理論と実践の関係が無理なくつながるよう，実例をベースに執筆をお

願いしました。

　３点目としては，分野に応じてメリハリをつけた書き方とし，図・表・写真をよ

り効果的に活用するように考慮しました。これにより全体として重くなりすぎず，

適当なボリュームでありながらも，要点はしっかりと伝えられるよう努めていま

す。

　このような著者らの欲張った試みが，読者や関係者にどの程度伝わるのか，期待

と不安をもって本書を世に送り出します。今後の内容向上を目指すためにも，是非

とも前向きなご意見やご要望等をお寄せいただきたいと思っております。また本書

は，現在，公衆栄養活動に従事している方々にも参考になるものと思いますので，

は じ め に
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ご活用いただければ幸いです。

　最後になりましたが，私たちの思いを実現させるために終始粘り強くご支援・ご

協力をいただいた建帛社の関係の諸氏に厚くお礼申し上げます。

　　2014年３月
編者　由 田 克 士

押 野 榮 司

「改訂第４版」にあたって

　本書が出版されて11年となります。管理栄養士養成施設を中心に多くの教育機関

で教科書や参考書として採用していただくとともに，自治体等の現場で公衆栄養活

動に従事している皆様にも引き続きご活用いただいております。著者を代表して改

めてお礼申し上げます。

　今回は，日本人の食事摂取基準（2025年版）の公表，制度・データや関連するガ

イドライン等の変更を踏まえ改訂を致しました。また，初学者への導入として，「序

章 公衆栄養学への誘い」を新設致しました。これは，編者が以前より温めていた

考えによる内容であり，以降の学修による理解をより深く容易にするための予備知

識となることを期待しているものです。

　昨年は佐伯矩博士が栄養士の養成を始めて100年という区切りの年でしたが，本

年は新たな100年が始まる年に当たります。博士は栄養学と実践の関係について，

「栄養学の目的は，まず『何が栄養であるのか』を純正科学の立場でとらえること。

生体にとってどのような状態がよりよいのか，また，それをもたらす方法を研究す

ること。そのうえに実践活動が存在する。」と説き，現在の「公衆栄養」にあたる

概念を「民衆栄養」という言葉を用いて，栄養学全般の中での位置づけやその役割

を示しておられます。

　本書がこれからの栄養学を担う方々の教育・人材育成や実践活動の一翼を担う公

衆栄養学の更なる発展や進化に少しでも寄与できればと期待しております。これか

らも内容の向上や充実を目指すため，皆様からの前向きなご意見やご要望をお寄せ

ただきますようお願い申し上げます。

　　2025年３月
 編者　由 田 克 士
 荒 井 裕 介
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序 章 公衆栄養学への誘い

1．管理栄養士・栄養士の役割
　私たちは，生を受けて死に至るまでの間，その生命を維持し活動するため，必要
な栄養素を持続的に摂取し続けなければならない。しかも，最良の成長・発達ある
いは生活活動を営むためには，個人や集団の状況に応じ，あらゆる場面でより望ま
しい栄養素摂取が実現できるような食生活に結びつく仕組みの構築とその実践が求
められる。これらを実現するための主要な担い手が国家資格を得た専門家たる管理
栄養士・栄養士（管理栄養士等）である。

2．公衆栄養活動の特徴
　栄養・食生活に関連する内容は人の命や健康に直接的に結びつくことから，その
分野や目的に応じてさまざまな関わり方がある。
　例えば，病院やクリニックにおいて医療の一環として携わる臨床分野の管理栄養
士等は，対象とする患者の病態に応じた個別の栄養管理計画に基づいて治療食を提
供したり，栄養・食事指導を実施することによって，疾病の治療に関与する（一個
人を主として考える際の医学的栄養管理を担う：臨床栄養活動）。その一方で，国
や地域，職域の集団を主たる対象として，健康の保持増進や疾病予防を栄養・食生
活の面から実践・展開する活動（社会政策上の栄養施策の立案と実践を担う：公衆
栄養活動）は，集団の状況に応じ，必要な施策や取り組みを立案・展開する。
　このように，同じ管理栄養士等による対応であるとしても，臨床栄養活動と公衆
栄養活動の間には，その目的や業務内容・取り組み方法に大きな違いがあることを
まず理解しておく必要がある。特に，後者は集団を主たる対象としていることが大
きな特徴である。

・�公衆栄養学の初学者を対象に，これからの学修による理解をより深く容易にするための
予備的知識を整理する。
・�公衆栄養活動を担う管理栄養士・栄養士の活動拠点とその業務内容の概要を理解する。
・�公衆栄養活動を支える教育・研究・関連機関等の存在について理解する。
・�公衆栄養学ではミクロとマクロの異なる視点を使い分けながら，実践を伴う活動に結び
つけるための，基礎と応用を学修することを認識する。



2　　序章　公衆栄養学への誘い

3．公衆栄養活動・栄養行政の拠点と人材
　国民の多くが管理栄養士等の姿を目にする機会としては，小学校・中学校におい
て食育や学校給食を担当している栄養教諭・学校栄養職員，病院やクリニックにお
いて医療に携わる臨床分野の管理栄養士等，事業所の従業員食堂において栄養管理
を担う給食経営管理分野の管理栄養士等がその代表的な例であろう。
　一方，公衆栄養活動は，公益性の高い内容として，関連する法令等の規定に従い，
行政機関を中心に展開されている（栄養行政）。一連の業務を担う管理栄養士等は，
国の行政機関，都道府県や市区町村といった地方自治体において，公務員としての
身分で業務に携わる。このため，一般的に行政栄養士あるいは自治体栄養士などと
呼ばれている。
　具体的な所属として，国の行政機関では厚生労働省，農林水産省，文部科学省，
消費者庁など。都道府県においては，都道府県庁，知事が設置している保健所など。
市区町村のうち，東京都の特別区においては区役所，区長が設置している保健所，
保健センター。政令指定都市や中核市および保健所政令市（地域保健法施行令第１
条第３号）では，市役所，市長が設置している保健所，保健センター。一般の市と
町村においては，市役所・町村役場，市町村が設置している保健センターなどであ
る。このうち，市区町村においては，市区長が設置した保健所ならびに市区町村長
が設置している保健センターにおいて，住民に対する具体的な対人保健サービス
（栄養・保健に関する相談や指導，各種の健診業務等）を担当していることが多い
ことから，その業務状況を実際に目にすることもできる（表序-１）。

表序 -１　栄養行政に携わる管理栄養士・栄養士が配置されている主な機関
国 厚生労働省 農林水産省 文部科学省 消費者庁

都道府県
都道府県庁 知事が設置した

保健所

市区町村

東京都特別区 区役所 区長が設置した
保健所

保健センター３）

政令指定都市・中核市・
保健所政令市１）

市役所 市長が設置した
保健所２）

保健センター３）

その他の市・町・村 市役所・役場 保健センター３）

１）�地域保健法施行令第１条第３号により指定された市（北海道小樽市，東京都町田市，神奈川県藤沢市・茅ヶ崎市，三重県四日
市市）

２）県から事務の委託を受け，周辺自治体の事務を管掌している場合がある。
３）自治体によって呼称が異なる。
注）市町村においては，管理栄養士もしくは栄養士が配置されていない場合もある。
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4．公衆栄養活動・栄養行政を支える教育・研究・関連機関
　全国で栄養士を養成している教育機関はおよそ290施設であり，そのうちの半数
である約150施設が管理栄養士の養成を行っている。このうち管理栄養士養成施設
において公衆栄養学を担当する教員は基本的に管理栄養士の資格を有し，当該科目
に関しての研究業績や実務経験を有した者であることが求められている。このた
め，日常の教育活動と並行して公衆栄養学に関わる研究や普及啓発活動等を担い，
公衆栄養活動やそこに携わる人材を支援している。また，医学部の公衆衛生学系講
座，国立保健医療学院，国立健康・栄養研究所，国や地方自治体が設置している研
究所等においても，公衆栄養学に関連した研究活動を行っている管理栄養士が在籍
しており，主として疫学的研究手法を用いて，公衆栄養活動・公衆栄養行政を後押
しする科学的根拠の創出が行われている。さらに，職能団体である日本栄養士会や
各都道府県の栄養士会，関連する学術団体，国連機関，特定非営利活動法人（NPO
法人），民間企業においても，公衆栄養活動を支えるさまざまな活動や取り組みが
展開されている。

5．公衆栄養学は集団を対象とした実践活動を伴う栄養学
　佐伯　矩博士（p.4参照）は，著書「栄養」の中で，栄養学の目的は，まず「何
が栄養であるのか」を純正科学の立場でとらえること。生体にとってどのような状
態がよりよいのか，また，それをもたらす方法を研究すること。そのうえに実践活
動が存在する。決してその裏返しではない。と説いている。
　公衆栄養学は，公衆栄養活動や栄養行政の基盤となる学問分野である。集団を構
成する個人個人にとって，より望ましい栄養状態が得られるように取り組む必要が
ある。このため，ミクロな視点だけではなく，国際活動や地球レベルをも包含する
マクロな視点も持って，実践を伴う具体的な活動を展開するための基礎と応用を学
ぶ機会であるとも言える。座学だけではなく，学内外での関連実習も含め，広く興
味を持って，学修に取り組んでいただきたい。



第１章 公衆栄養の概念

	⿇佐伯矩（さいき	
ただす，1876－1959）

　医学博士。医学か
ら栄養学を独立させ
た，栄養学の創始
者。世界初の栄養研
究所（私立）を創設
し，国立栄養研究所
の初代所長に任命さ
れた。栄養学校を設
立し，栄養士を誕生
させた。

1．公衆栄養の概念
（１）公衆栄養の意義と目的

１）公衆栄養の考え方
　わが国における公衆栄養の考え方については，1926（大正15）年に佐伯矩が著し
た『栄養』の「食政編」に，“民衆栄養”という言葉を用いて，今日の公衆栄養と
同様な意味の説明がされている。民衆栄養は，「同一人であっても，一個人を主と
して考える時の医学的栄養法と，社会人として取るべき経済上並びに社会政策上の
栄養法とはそこに明確な区分が必要であるとともに，飲食の道徳あるいは社会化」
と述べられ，栄養学の一環として指導されていた。

２）栄養学士と公衆栄養
　1964（昭和39）年に，「栄養学士の称号を授与する栄養学科のあり方について」
の大学設置審議会において委員であった吉川春寿は，「個人一般の栄養に関する問
題のほかに，国民栄養とか地域の栄養のように社会集団としての栄養の問題が大切
であり，そこには地理的・社会的・経済的因子が大きく作用するので，これらを解
析する学問がなければならない。いずれにしても公衆栄養学は栄養学の実践の基礎
となるべきものである」と述べ，総会了承事項として定められた教科内容に新たに
公衆栄養２単位が示された。
　公衆栄養（学）として管理栄養士・栄養士の教育に導入されたのは1973（昭和48）

年で，管理栄養士・栄養士養成施設の指定基準の改正により教育内容に位置づけら
れた。

３）管理栄養士養成の教育内容
　公衆栄養学の教育目標は，次のように示されている。

・公衆栄養は，個人を対象とした臨床栄養などと異なり，国民や地域住民といった集団を
対象とする。多様な集団の健康・栄養問題を効果的に解決する方策について学ぶ。
・生態系，保健・医療・福祉および介護などの広域的視点から，市町村，都道府県や国ま
たは世界の栄養問題を展望できる技量を養う。

第１章 公衆栄養の概念
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４）公衆栄養の概念
　公衆栄養の概念は，「個人または集団の健康の維持・増進および疾病の予防を目
的とし，人間の健康と栄養にかかわる問題について，健康・栄養施策や活動を組織
的かつ体系的に“計画・実施・評価・改善”し，課題の解決を図ること」といえる。
　公衆栄養は，公衆のための学際科学であり，生活の質（QOL：quality of life）の
向上を目指し，よりよい栄養を達成するためのマネジメントに必要な知識と技術を
習得する実践科学である。
　公衆栄養活動は，主として国，都道府県や市町村の衛生行政として行われている。
国民の健康な生活を確保するには，国民一人ひとりが自分の健康を自分自身で守る
努力が基盤になくてはならない。一方，個人，家族，地域社会の努力のみで健康な
生活を確保しがたい自然環境，社会環境の変化がみられる中で，公衆衛生活動の必
要性がある。
　衛生行政は，公衆衛生活動を国および地方公共団体の政策として，地域住民全体
の健康，国民全体の健康を対象としている。そのため，住民全体を集団としてとら
える必要がある。一方，対象となる健康が個人に帰属するものであることから，個
人も対象となる。

（２）生態系と食料・栄養

１）生態系とは　
　生態系とは，ある地域に住むすべての生物（生物群集）と，それを取り巻く環境
をひとまとめにし，物質循環やエネルギーの流れなどに着目してとらえたものであ
る（図１－１）。
　すべての生物は，大気，水，土壌といった自然環境の中で生存し，太陽の光をエ
ネルギー源として，生物とそれを取り巻く環境が互いにかかわり合いながら，ひと
つのまとまったしくみと働き（システム）を形づくっている。自然界では，植物は，
光合成によって有機物（でんぷん，糖など）などを合成する。動物は，植物を食料
として摂取して体成分を合成し，さらに，その動物を食料として摂取している。

　地域や職域等の健康・栄養問題とそれを取り巻く自然，社会，経済，文化的要因に
関する情報を収集・分析し，それらを総合的に評価・判定する能力を養う。また，保
健・医療・福祉・介護システムの中で，栄養上のハイリスク集団の特定とともにあら
ゆる健康・栄養状態の者に対し適切な栄養関連サービスを提供するプログラムの作成・
実施・評価の総合的なマネジメントに必要な理論と方法を修得する。
　さらに，各種サービスやプログラムの調整，人的資源など社会的資源の活用，栄養
情報の管理，コミュニケーションの管理などの仕組みについて理解する。

「管理栄養士学校指定規則の一部を改正する省令の施行について」
（平成13年文部科学省，厚生労働省通知）

	⿇生物群集
　いろいろな生物
（植物・動物・微生
物など）の集まりと
その相互関係。

	⿇衛生行政
　日本国憲法第25条
の規定に基づき，公
衆衛生の向上および
増進のために，国お
よび地方公共団体の
責任において，計画
的に必要な条件（人・
物・予算・組織・情
報など）を整えると
ともに，必要なサー
ビスを実施する働き
であり，また，公衆
衛生活動の質の向上
を図る働きである。


